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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 4月 18日 (2007.4.18)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 ネ ッ ト ワ ー ク に お い て パ ケ ッ ト を 受 信 し 、 前 記 受 信 し た パ ケ ッ ト を 転 送 す る パ ケ ッ ト 通
信 装 置 に お い て 、
　 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク と 前 記 パ ケ ッ ト を 送 受 信 す る ネ ッ ト ワ ー ク イ ン タ フ ェ ー ス と 、
　 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク イ ン タ フ ェ ー ス が 受 信 し た パ ケ ッ ト か ら 転 送 順 序 を 判 定 し 、 前 記 判 定
し た 転 送 順 序 を 示 す 識 別 子 を 該 パ ケ ッ ト に 付 与 す る 経 路 検 索 部 と 、
　 前 記 パ ケ ッ ト に 所 定 の 処 理 を 行 う 機 能 モ ジ ュ ー ル が 接 続 さ れ る 機 能 モ ジ ュ ー ル イ ン タ フ
ェ ー ス と 、
　 前 記 機 能 モ ジ ュ ー ル を 管 理 す る モ ジ ュ ー ル 管 理 部 と 、
　 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク イ ン タ フ ェ ー ス と 前 記 機 能 モ ジ ュ ー ル イ ン タ フ ェ ー ス と を 接 続 す る ス
イ ッ チ と 、 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る パ ケ ッ ト 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 識 別 子 が 、 固 定 長 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の パ ケ ッ ト 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 機 能 モ ジ ュ ー ル イ ン タ フ ェ ー ス を 複 数 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の パ
ケ ッ ト 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 機 能 モ ジ ュ ー ル は 、 前 記 経 路 検 索 部 が 前 記 パ ケ ッ ト に 付 与 し た 識 別 子 に 基 づ い て 、
パ ケ ッ ト 通 信 装 置 内 に お け る 転 送 先 を 決 定 す る 内 部 転 送 先 検 索 部 を 有 す る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ に 記 載 の パ ケ ッ ト 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 機 能 モ ジ ュ ー ル イ ン タ フ ェ ー ス は 、 前 記 経 路 検 索 部 が 前 記 パ ケ ッ ト に 付 与 し た 識 別
子 に 基 づ い て 、 パ ケ ッ ト 通 信 装 置 内 に お け る 転 送 先 を 決 定 す る 内 部 転 送 先 検 索 部 を 有 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の パ ケ ッ ト 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 経 路 検 索 部 が 付 与 し た 識 別 子 を 変 更 す る 識 別 子 変 換 部 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ に 記 載 の パ ケ ッ ト 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 識 別 子 変 換 部 は 、



　 変 更 前 の 識 別 子 と 変 更 後 の 識 別 子 と の 関 係 を 示 す 識 別 子 変 更 情 報 を 有 し 、
　 前 記 識 別 子 変 更 情 報 に 基 づ い て 、 識 別 子 を 変 更 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の
パ ケ ッ ト 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 識 別 子 変 換 部 は 、 所 定 の 規 則 に 従 っ て 、 識 別 子 を 変 更 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
６ に 記 載 の パ ケ ッ ト 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 経 路 検 索 部 は 、
　 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク イ ン タ フ ェ ー ス が 受 信 し た パ ケ ッ ト か ら 、 前 記 機 能 モ ジ ュ ー ル が 該 パ
ケ ッ ト を 処 理 す る 内 容 を 判 定 し 、
　 前 記 判 定 し た 処 理 内 容 を 示 す 処 理 内 容 識 別 子 を 該 パ ケ ッ ト に 付 与 す る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ に 記 載 の パ ケ ッ ト 通 信 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 ネ ッ ト ワ ー ク に お い て パ ケ ッ ト を 受 信 し 、 前 記 受 信 し た パ ケ ッ ト を 転 送 す る パ ケ ッ ト 通
信 装 置 に お い て 、
　 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク と 前 記 パ ケ ッ ト を 送 受 信 す る ネ ッ ト ワ ー ク イ ン タ フ ェ ー ス と 、
　 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク イ ン タ フ ェ ー ス が 受 信 し た パ ケ ッ ト か ら 転 送 順 序 を 判 定 し 、 前 記 判 定
し た 転 送 順 序 を 示 す 識 別 子 を 該 パ ケ ッ ト に 付 与 す る 経 路 検 索 部 と 、
　 前 記 パ ケ ッ ト に 所 定 の 処 理 を 行 う 機 能 モ ジ ュ ー ル と 、
　 前 記 機 能 モ ジ ュ ー ル を 管 理 す る モ ジ ュ ー ル 管 理 部 と 、
　 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク イ ン タ フ ェ ー ス と 前 記 機 能 モ ジ ュ ー ル イ ン タ フ ェ ー ス と を 接 続 す る ス
イ ッ チ と 、 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る パ ケ ッ ト 通 信 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ４ ６ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ４ ６ ９ 】
な お 、 当 該 パ ケ ッ ト は 、 Ｎ 個 以 上 の ハ ー ド ウ ェ ア 識 別 子 ５ ０ ４ を 含 む こ と が で き な い 。 つ
ま り 、 こ の パ ケ ッ ト 転 送 装 置 １ ０ ０ で は 、 パ ケ ッ ト を 転 送 す る 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ０ １ 、 ２
０ ２ の 数 は 、 最 大 Ｎ 個 と 制 限 さ れ る 。
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こ こ で 、 本 発 明 の 特 徴 を 述 べ る 。 ネ ッ ト ワ ー ク に お
い て パ ケ ッ ト を 受 信 し 、 前 記 受 信 し た パ ケ ッ ト を 転 送 す る パ ケ ッ ト 通 信 装 置 に お い て 、 前
記 ネ ッ ト ワ ー ク と 前 記 パ ケ ッ ト を 送 受 信 す る ネ ッ ト ワ ー ク イ ン タ フ ェ ー ス と 、 前 記 ネ ッ ト
ワ ー ク イ ン タ フ ェ ー ス が 受 信 し た パ ケ ッ ト か ら 転 送 順 序 を 判 定 し 、 前 記 判 定 し た 転 送 順 序
を 該 パ ケ ッ ト に 付 与 す る 経 路 検 索 部 と 、 前 記 パ ケ ッ ト に 所 定 の 処 理 を 行 う 機 能 モ ジ ュ ー ル
が 接 続 さ れ る 機 能 モ ジ ュ ー ル イ ン タ フ ェ ー ス と 、 前 記 機 能 モ ジ ュ ー ル を 管 理 す る モ ジ ュ ー
ル 管 理 部 と 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク イ ン タ フ ェ ー ス と 前 記 機 能 モ ジ ュ ー ル イ ン タ フ ェ ー ス を 接
続 す る ス イ ッ チ と 、 を 備 え 、 前 記 機 能 モ ジ ュ ー ル イ ン タ フ ェ ー ス は 、 前 記 経 路 検 索 部 が 前
記 パ ケ ッ ト に 付 与 し た 転 送 順 序 に 基 づ い て 、 パ ケ ッ ト 通 信 装 置 内 に お け る 転 送 先 を 決 定 す
る 内 部 転 送 先 検 索 部 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 。 ま た 、 当 該 パ ケ ッ ト 通 信 装 置 は 、 前 記 機
能 モ ジ ュ ー ル イ ン タ フ ェ ー ス に 接 続 さ れ た 機 能 モ ジ ュ ー ル を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 。
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